
長期優良住宅建築等計画の居住環境基準等
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静 岡 市 75 55 □ ■ ■ □ ■ □ □ □ □ ■ － × － × － ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ×

浜 松 市 75 55 □ ■ ■ □ ■ □ □ □ □ ■ － × － × － ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ×

沼 津 市 75 55 □ ■ ■ □ ■ □ □ □ □ ■ － × － － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ×

富 士 市 75 55 □ ■ ■ □ ■ □ □ □ □ ■ － × － × － ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ×

富士宮市 75 55 □ ■ □ □ ■ □ □ □ □ ■ － × － ■ － ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ×

焼 津 市 75 55 □ ■ ■ □ ■ □ □ □ □ □ － × － － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ×

三 島 市 75 55 □ ■ ■ □ ■ □ □ □ □ ■ － × － － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ×

伊 東 市 75 55 □ ■ □ □ □ □ □ □ □ ■ － × － － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ×

島 田 市 75 55 □ ■ ■ □ ■ □ □ □ □ ■ × × － － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ×

磐 田 市 75 55 □ ■ ■ □ ■ □ □ □ □ ■ － × － － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ×

掛 川 市 75 55 □ ■ ■ □ ■ □ □ □ □ ■ × × － × － ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ×

藤 枝 市 75 55 □ ■ ■ □ ■ □ □ □ □ □ × × － － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ×

御殿場市 75 55 □ ■ □ □ ■ □ □ □ □ ■ － × － － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ×

袋 井 市 75 55 □ ■ ■ □ ■ □ □ □ □ ■ － － － － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ×

裾 野 市 75 55 － ■ ■ － ■ － － － － ■ － × － － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ×

湖 西 市 75 55 □ ■ ■ □ ■ □ □ □ □ ■ － － － － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ×

上記以外 県 75 55 □ ■ ■ □ ■ □ □ □ ■ ■ × × － × － ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ×

■：対象があり、審査基準とする □：現時点では対象がないが、審査基準とする ○：指定する

×：対象があるが、審査基準としない －：対象がなく、審査基準ともしない ×：指定しない
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